
令
和
３
年
度
甲
佐
町
消
防
団

　

４
月
11
日
（
日
）、
町
総
合
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
で
辞
令
交
付
式
が
行

わ
れ
、
新
体
制
で
の
活
動
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　

辞
令
交
付
式
で
奥
名
町
長
は
「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
活
動

が
制
限
さ
れ
る
中
、
相
次
ぐ
災
害
へ

の
備
え
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
団
員
各

位
の
奮
起
を
期
待
し
ま
す
」
と
訓
示

し
ま
し
た
。

　

本
年
度
は
新
入
団
員
13
人
を
加
え
、

５
分
団
28
部
総
勢
３
９
１
人
が
地
域

防
災
力
の
要
と
し
て
、
消
防
・
防
災

活
動
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

■
令
和
３
年
度
甲
佐
町
消
防
団
役
員

【
団
長
】
井
藤
朋
紀
（
上
早
川
二
区
）

【
副
団
長
】
田
上
慎
太
郎
（
横
田
）

　
　
　
　

  

堀
田
高
志
（
緑
町
）

【
指
導
員
】
北
里
雄
秀
（
下
豊
内
）

【
第
一
分
団
長
】
太
田
栄
吾
（
横
田
）

【
第
二
分
団
長
】
内
田
壮
志
（
下
横
田
）

【
第
三
分
団
長
】
高
崎
弘
行
（
糸
田
）

【
第
四
分
団
長
】
一
口
主
税
（
津
志
田
）

【
役
場
分
団
長
】
中
村
聡
健
（
菊
陽
町
）

新
た
に
13
人
が
入
団

　

新
入
団
員
13
人
は
、
辞
令
交
付
を

受
け
る
に
あ
た
り
規
律
訓
練
に
臨
み

ま
し
た
。

　

同
訓
練
は
上
益
城
消
防
組
合
消
防

本
部
（
御
船
町
）
が
実
施
し
、
消
防

団
員
と
し
て
活
動
す
る
上
で
必
要
な

基
本
動
作
な
ど
を
学
ぶ
も
の
。
団
員

ら
は
、
署
員
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、

消
防
ホ
ー
ス
の
扱
い
方
や
基
本
動
作
、

消
防
団
員
と
し
て
の
心
構
え
な
ど
を

学
び
ま
し
た
。

上
益
城
消
防
組
合
と
連
携

　

甲
佐
町
消
防
団
で
は
、
上
益
城
消

防
組
合
消
防
本
部
（
増
田
茂
消
防

長
）
と
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
の
消

防
活
動
や
防
災
へ
の
取
り
組
み
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

同
組
合
で
は
、
今
年
３
月
に
災
害

現
場
で
指
揮
本
部
と
し
て
活
用
で
き

る
支
援
車
を
更
新
し
ま
し
た
。
多
く

の
隊
員
や
物
資
搬
送
も
可
能
で
、
大

規
模
災
害
時
に
緊
急
消
防
援
助
隊
と

し
て
出
動
す
る
際
に
も
活
用
さ
れ
ま

す
。

井
藤
朋
紀
団
長
以
下
３
９
１
人
が
地
域
の
防
災
活
動
に
励
む

令
和
３
年
度
甲
佐
町
消
防
団
が
新
体
制
で
ス
タ
ー
ト

▲今年３月に更新された上益城消防本部の支援車 ▲井藤団長から辞令交付を受ける新入団員ら

▲（後列左から）太田第一分団長、内田第二分団長、高崎第三分団長、一口第四分団長、中村役場分団長

　  （前列左から）堀田副団長、井藤団長、田上副団長、北里指導員
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i お 知 ら せ

●
町
税
な
ど
は
期
限
内
納
付
の

　
厳
守
を
お
願
い
し
ま
す

　
町
民
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た

だ
い
た
町
税
は
、
福
祉
や
教
育
、

道
路
整
備
を
は
じ
め
と
す
る
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
貴
重
な
財
源
で
す
。

安
心
し
て
生
活
で
き
る
環
境
づ
く

り
の
た
め
、
町
税
の
期
限
内
納
付

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
町
税
の
滞
納
は
、
期
限
内
に
納

付
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
大
多
数

の
皆
さ
ん
と
の
公
平
性
を
欠
く
行

為
で
あ
り
、
督
促
状
や
催
告
状
の

送
付
な
ど
不
要
な
経
費
に
大
切
な

税
金
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

町
の
財
政
を
圧
迫
し
、
充
実
し
た

住
民
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を
き
た
す

こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

●
他
自
治
体
と
連
携
し
て
税
の

　
徴
収
向
上
を
図
る

　
町
で
は
、
住
民
負
担
の
公
平
を

図
り
、
昨
今
の
厳
し
い
財
政
事
情

の
中
で
税
収
を
確
保
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
嘉
島
町
、
御
船
町
、

美
里
町
、
山
都
町
、
県
の
５
団
体

と
連
携
し
て
滞
納
整
理
事
務
の
効

率
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
本
町
を
含
め
た
６
団
体
の
税
務

職
員
を
併
任
職
員
と
し
て
相
互
に

派
遣
す
る
こ
と
で
、
悪
質
な
滞
納

者
へ
の
差
し
押
さ
え
や
差
し
押
さ

え
財
産
の
公
売
会
を
合
同
で
実
施

し
、
税
収
の
さ
ら
な
る
向
上
を

図
っ
て
い
ま
す
。

●
平
日
の
納
付
が
困
難
な
方
へ

　
町
税
の
納
付
は
、
町
会
計
課
、

肥
後
銀
行
、
熊
本
第
一
信
用
金
庫
、

上
益
城
農
業
協
同
組
合
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
の
各
窓
口
で
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
町
で
は
、
納
め
忘
れ

が
な
い
便
利
な
口
座
振
替
を
推
奨

し
て
い
ま
す
。

　
特
に
平
日
の
納
付
が
困
難
な
人

は
、
口
座
振
替
の
ほ
か
、
休
日
窓

口
（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
）
や
毎
月
末
の
夜
間
窓
口
（
午

後
５
時
15
分
～
午
後
８
時
）
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
や
む
を
得
な
い
事
情
で
期
限
内

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
そ
の
ま

ま
放
置
せ
ず
、
事
前
に
町
税
務
課

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
税
務
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

町税などの期限内納付をお願いします

住民負担の公平と徴収向上を目指して他自治体と連携

■令和３年度　甲佐町税納期限のお知らせ

※ 固定資産税（４期割）は、法人および町内に住所を有しない個人または共有名義の方が対象となります。

納付期限 固定資産税 軽自動車税
町民税

  （普通徴収）
国民健康保険税
（普通徴収）

口座振替日
４期割 ※ 10期割

４月30日（金） 第１期 ４月28日

５月31日（月） 全期 ５月28日

６月30日（水） 第１期 第１期 第１期 ６月28日

８月２日（月） 第２期 第２期 第２期 第２期 ７月28日

８月31日（火） 第３期 第３期 第３期 ８月30日

９月30日（木） 第４期 第４期 第４期 ９月28日

11月１日（月） 第５期 第５期 第５期 10月28日

11月30日（火） 第６期 第６期 第６期 11月29日

12月20日（月） 第３期 第７期 第７期 第７期 12月20日

１月31日（月） 第８期 第８期 第８期 １月28日

２月28日（月） 第４期 第９期 第９期 第９期 ２月28日

３月31日（木） 第10期 第10期 第10期 ３月28日
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